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機能等証明書


１　機能等証明書とは
　（１）　機能等証明書とは、納入しようとする物品が仕様書に示す各項目の仕様を満たすことを証明する書類を意味する。
　（２）　入札に参加するためには、機能等証明書を大分県福祉保健部障害福祉課管理・計画班に提出し、審査を受け、承認を受けなければならない。

２　機能等証明書の提出
　（１）　提出期限　令和７年１０月２４日（金）１７時まで
　（２）　提出先　　〒870-8501　大分県大分市大手町３丁目１番１号
　　　　　　　　　　大分県福祉保健部障害福祉課管理・計画班
　（３）　注意事項
[bookmark: _Hlk210058427]　　　ア　提出された機能等証明書については、説明を求めることがあるので、原則として上記（２）の提出先に持参すること。ただし、持参できないときは、上記（２）の場所に提出期限までに必着するよう郵送（書留郵便等配達記録の残る方法に限る。）すること。
　　　イ　提出された機能等証明書に不備が認められたときは、受付をしない（郵送による提出の場合は、返送する。）場合があるが、これを理由に提出期限を延長することはできないので、余裕をもって提出すること。
　　　ウ　機能等証明書の提出とは別に、大分県共同利用型電子入札システムにより入札参加資格の申請も必要となるので留意すること。

３　提出書類
　（１）　機能等証明書（別添第２号様式）【機種は一覧表により別紙として構わない。】
　（２）　納入物品仕様一覧表（任意様式）【（１）により満たしている場合は省略可】
　（３）　上記（２）納入物品仕様一覧表の各項目の内容を確認できる資料として、カタログ等を必ず添付すること。なお、内容の確認を行う上で必要な箇所には、マーカー、○囲み等の表示を施すこと。

４　提出に際しての注意事項
　（１）　提出書類のサイズは、Ａ４版とし、上記３の順番に綴って提出すること。

